
1｜横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表 

横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表  （施行日：公布の日）

旧 新 

（特定建築物の定期報告） 

第６条 （第１項省略） 

２ 法第12条第１項の規定による報告（以下この条及び第７条の２の２において「特

定建築物に係る定期報告」という。）の時期は、３年ごとに市長が別に定める期間

（同条において「特定建築物の定期報告期間」という。）とする。この場合におい

て、法第12条第１項の規定による調査（次項及び第７条の２の２第３項において

「定期調査」という。）の時期は、特定建築物に係る定期報告を行う日前３箇月以

内でなければならない。 

３ 政令第16条第１項及び第１項に掲げる特定建築物（以下「定期報告対象特定建

築物」という。）のうち地下街であるもの及び個室ビデオ店等の用途に供する建築

物に係る定期調査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところに

より行うものとする。 

(1) 定期報告対象特定建築物のうち地下街であるもの 市長が告示で定めると

ころによること。 

(2) 個室ビデオ店等の用途に供する建築物 省令第５条第２項に基づき国土交

通大臣が定めるところによるほか、次の表の(あ)の欄に掲げる項目に応じ、同

表の（い）の欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表の(う)の欄に掲げ

る基準に該当しているかどうかを判定すること。 

（表 省 略） 

（新   設） 

（特定建築物の定期報告） 

第６条 （第１項省略） 

２ 法第12条第１項の規定による報告（以下      （削除）      「特

定建築物に係る定期報告」という。）の時期は、３年ごとに市長が別に定める期間

（以下「特定建築物の定期報告期間」という。）とする。この場合において、法第

12条第１項の規定による調査（以下「定期調査」という。）の時期は、特定建築物

に係る定期報告を行う日前３箇月以内でなければならない。 

３ 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及

び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件（平成20年国土交通省告示第282

号。以下「定期報告の調査項目等を定める告示」という。）第２に基づき規則で付

加する定期調査の項目、方法及び結果の判定基準は、次の各号に掲げる建築物の

区分に応じ、当該各号に定める  （削除）  ものとする。 

(1) 政令第16条第１項及び第1項に掲げる特定建築物（以下「定期報告対象特定

建築物」という。）のうち地下街であるもの 市長が告示で定めるもの 

(2) 個室ビデオ店等の用途に供する建築物 （ 

削除） 次の表の(あ)の欄から(う)の欄までに掲げ 

るもの 

（表 省 略） 

４ 個室ビデオ店等の用途に供する建築物で次の各号のいずれにも該当しないもの 

に係る定期調査については、定期報告の調査項目等を定める告示第３に基づき、 

定期報告の調査項目等を定める告示別表１の部から３の部まで及び６の部に掲げ 

る調査項目は、適用しない。 
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(1) 定期報告を要しない建築物等を定める告示第１第１項各号に該当する建築

物 

(2) 第１項の表の(1)の項から(7)の項まで及び(9)の項の(あ)の欄に掲げる用

途に応じ、それぞれ同表の(い)の欄に掲げる要件に該当する建築物 

４ （本文省略） 

５ （本文省略） 

５ （本文省略） 

６ （本文省略） 

（特定建築設備等の定期報告） 

第７条  

法第12条第３項の規定により市長が指定する特定建築設備等（同項に規定する特

定建築設備等をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。 

（第１号及び第２号省略） 

(3) 前条第１項に掲げる特定建築物又は同項の表の(2)の項(あ)の欄に掲げる用

途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル

以上のものに設置される防火設備（随時閉鎖又は作動をできるもの（防火ダン

パーを除く。）に限る。） 

２ 法第12条第３項の規定による報告（以下この条及び第７条の２の２において「 

特定建築設備等に係る定期報告」という。）の時期は、毎年（省令第６条第１項

の国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、当該特定建築設備等の設置者が

法第87条の４において準用する法第７条第５項又は法第７条の２第５項の規定に

よる検査済証の交付（以下この項において「検査済証の交付」という。）を受け

た日の属する年（市長が認める場合には、市長が定める年）から起算して３年を

経過した年又は３の倍数の年を経過したごとの年に限る。）、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める時期とする。この場合において、法第12条第３項の

規定による検査（次項及び第７条の２の２第３項において「定期検査」という。 

）の時期は、特定建築設備等に係る定期報告を行う日前１箇月以内でなければな

らない。 

（特定建築設備等の定期報告） 

第７条  

法第12条第３項の規定により市長が指定する特定建築設備等（同項に規定する特

定建築設備等をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。 

（第１号及び第２号省略） 

(3) 前条第１項に掲げる特定建築物又は同項の表の(3)の項(あ)の欄に掲げる用

途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200 平方メートル

を超えるものに設置される防火設備（随時閉鎖又は作動をできるもの（防火ダ

ンパーを除く。）に限る。）

２ 法第12条第３項の規定による報告（以下      （削除）       「 

特定建築設備等に係る定期報告」という。）の時期は、毎年（省令第６条第１項 

の国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、当該特定建築設備等の設置者が

法第87条の４において準用する法第７条第５項又は法第７条の２第５項の規定に

よる検査済証の交付（以下この項において「検査済証の交付」という。）を受け 

た日の属する年（市長が認める場合には、市長が定める年）から起算して３年を

経過した年又は３の倍数の年を経過したごとの年に限る。）、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める時期とする。この場合において、法第12条第３項の

規定による検査（以下「定期検査」という。）の時期は、政令第16条第３項第１号

に掲げる特定建築設備等及び前項第１号に掲げる小荷物専用昇降機（以下「昇降

機である特定建築設備等」という。）にあっては定期報告を行う日前１箇月以内、
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政令第16条第３項第２号並びに前項第２号及び第３号に掲げる特定建築設備等

（以下「昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等」という。）にあっては定期報

告を行う日前３箇月以内でなければならない。 

(1) 政令第16条第３項第１号に掲げる特定建築設備等及び前項第１号に掲げる

小荷物専用昇降機（第７条の２の２において「昇降機である特定建築設備等」

という。） 当該特定建築設備等の設置者が検査済証の交付を受けた日の属する

月（市長が認める場合には、市長が定める月）と同じ月 

(1) 昇降機である特定建築設備等 当該特定建築設備等の設置者が検査済証の

交付を受けた日の属する月（市長が認める場合には、市長が定める月）と同じ

月 

(2) 政令第16条第３項第２号並びに前項第２号及び第３号に掲げる特定建築設

備等（第７条の２の２において「昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等」

という。） 市長が定める期間（同条において「昇降機以外の定期報告対象特定

建築設備等の報告期間」という。） 

(2) 昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等 市長が定める期間（以下「昇降

機以外の定期報告対象特定建築設備等の報告期間」という。） 

（第３項及び第４項省略） （第３項及び第４項省略） 

（定期報告対象特定建築物等の休止等に関する届出等） 

第７条の２の２ （第１項及び第２項省略） 

３ 第１項の規定による届出に係る定期報告対象特定建築物等の所有者は、当該定

期報告対象特定建築物等の使用を再開しようとするときは、当該再開する日の３

日前までに、第４号様式の４の定期報告対象特定建築物等の使用再開届に、定期

報告対象特定建築物にあっては省令第５条第３項に定める書類を、特定建築設備

等にあっては省令第６条第３項に定める書類を、政令第138条の３に規定する昇降

機等にあっては省令第６条の２の２第３項に定める書類を添えて、市長に提出す

るものとする。この場合において、定期調査、定期検査又は工作物に係る検査の

時期は、定期報告対象特定建築物にあっては当該届出を行う日前３箇月以内、特

定建築設備等及び政令第138条の３に規定する昇降機等にあっては当該届出を行

う日前１箇月以内でなければならない。 

（定期報告対象特定建築物等の休止等に関する届出等） 

第７条の２の２ （第１項及び第２項省略） 

３ 第１項の規定による届出に係る定期報告対象特定建築物等の所有者は、当該定

期報告対象特定建築物等の使用を再開しようとするときは、当該再開する日の３

日前までに、第４号様式の４の定期報告対象特定建築物等の使用再開届に、定期

報告対象特定建築物にあっては省令第５条第３項に定める書類を、特定建築設備

等にあっては省令第６条第３項に定める書類を、政令第138条の３に規定する昇降

機等にあっては省令第６条の２の２第３項に定める書類を添えて、市長に提出す

るものとする。この場合において、定期調査、定期検査又は工作物に係る検査の

時期は、昇降機である特定建築設備等及び政令第138条の３に規定する昇降機等に

あっては当該届出を行う日前１箇月以内、定期報告対象特定建築物及び昇降機以

外の定期報告対象特定建築設備等にあっては当該届出を行う日前３箇月以内でな

ければならない。 
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（耐火建築物等とすることを要しない下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する

建築物に関する基準） 

第20条の２ 条例第16条第１項第１号の規則で定める基準は、次に掲げるものとす 

る。 

（第１号並びに第２号ア及びイ省略） 

（耐火建築物等とすることを要しない下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する

建築物に関する基準） 

第20条の２ 条例第16条第１項第１号の規則で定める基準は、次に掲げるものとす

る。 

（第１号並びに第２号ア及びイ省略） 

ウ 建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令（令和元年政令第30号）第１条の規定による改正前の政令（以下「旧政

令」という。）第129条の２の３第１項第１号ハ(2)に掲げる基準に適合してい

ること。 

ウ 建築基準法第21条第１項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定め

る件（令和元年国土交通省告示第193号。以下「大規模建築物の主要構造部の

構造方法を定める告示」という。）第１第１項第２号ロ(2)に掲げる基準に適

合していること。 

(3) ３階の各宿泊室等（各宿泊室等の階数が２以上であるものにあっては２階以

下の階の部分を含む。）の外壁の開口部及び当該各宿泊室等以外の部分に面する

開口部（外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面

する開口部にあっては、当該開口部から90センチメートル未満の部分に当該各

宿泊室等以外の部分の開口部がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口

部と50センチメートル以上突出したひさし等（ひさし、袖壁その他これらに類

するもので、その構造が、旧政令第129条の２の３第１項第１号ハ(2)に規定す

る構造であるものをいう。）で防火上有効に遮られているものを除く。）に法第

２条第９号の２ロに規定する防火設備が設けられていること。 

(3) ３階の各宿泊室等（各宿泊室等の階数が２以上であるものにあっては２階以

下の階の部分を含む。）の外壁の開口部及び当該各宿泊室等以外の部分に面する

開口部（外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面

する開口部にあっては、当該開口部から90センチメートル未満の部分に当該各

宿泊室等以外の部分の開口部がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口

部と50センチメートル以上突出したひさし等（ひさし、袖壁その他これらに類

するもので、その構造が、大規模建築物の主要構造部の構造方法を定める告示

第１第１項第２号ロ(2)に規定する構造であるものをいう。）で防火上有効に遮

られているものを除く。）に法第２条第９号の２ロに規定する防火設備が設けら

れていること。 

（新  設） 

 

（不燃化推進地域内の建築物の構造に関する基準） 

第23条 不燃化推進条例第６条第１項本文の規則で定める基準は、防火地域又は準

防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件（令和元年国土交

通省告示第194号）第１、第２第１項第１号、第３又は第４第１号イに掲げる構造

方法（法第86条の４各号のいずれかに該当する建築物については、外壁開口部設

備（政令第136条の２第１号イに規定する外壁開口部設備をいう。第25条において

同じ。）に関するものを除く。）によることとする。 
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（新  設） （防火地域内で制限を受ける建築物） 

第24条 不燃化推進条例第６条第１項ただし書の規則で定める建築物は、延べ面積

が50平方メートル以内の平家建ての附属建築物とする。 

（新  設） 

 

（卸売市場の上家等に用いる構造方法） 

第25条 不燃化推進条例第６条第２項第２号の規則で定める構造方法は、次に掲げ

るものとする。 

(1) 主要構造部は、不燃材料で造られたものその他これに類する構造とするこ

と。 

(2) 外壁開口部設備は、20分間防火設備（政令第137条の10第４号に規定する20

分間防火設備をいう。）とすること。 

（委任） 

第23条 （本文省略） 

（委任） 

第26条 （本文省略） 

別表第１ 申請書に添えるべき図書 

 

 

 

(ア) 
(イ) 

図書の種類 明示すべき事項 

（(1)の項から(13)の項まで省略）             

 (14) 

 

 

条例第

16条の

規定が

適用さ

れる建

築物 

（省  略） 
（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

 (省  略） （省  略） （省  略） 

(省  略） 

（省  略） （省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

別表第１ 申請書に添えるべき図書 

 

 

 

(ア) 
(イ) 

図書の種類 明示すべき事項 

（(1)の項から(13)の項まで省略）             

 (14) 

 

 

条例第

16条の

規定が

適用さ

れる建

築物 

（省  略） 
（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

 (省  略） （省  略） （省  略） 

(省  略） 

（省  略） （省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 
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耐火構造等の構造

詳細図 

 

主要構造部である壁、柱、床 

、はり及び屋根の軒裏、旧政

令第129条の２の３第１項第

１号ハ(2) に規定するひさし

料の種別及び寸法 

 

 

 

 

   

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

 
 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

 
 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

 
 

 （省  略） （省  略） （省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

 
 

（省  略） 

（省  略） 

 
 

（省  略） 

（省  略） 

 
 

（省  略） 

（省  略） 
（省  略） 

 
 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

（(15)の項から(21)の項まで省略） 

 (22) 条例第

23条の

４の規

定が適

（省  略） 
（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

耐火構造等の構造

詳細図 

 

 

 

 

主要構造部である壁、柱、床 

、はり及び屋根の軒裏、大規

模建築物の主要構造部の構造

方法を定める告示第１第１項 

第２号ロ(2) に規定するひさ

しその他これに類するもの並

びに防火設備の断面の構造、 

材料の種別及び寸法 

 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

 （省  略） （省  略） （省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 
（省  略） 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 

（(15)の項から(21)の項まで省略） 

(22) 条例第

23条の

４の規

定が適

（省  略） 
（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） 

（省  略） （省  略） 



7｜横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表 

用され

る建築

物 

条例第23条の４

第１項第１号た

だし書の規定が

適用される建築

物 

配置図 敷地内における通路の位置及

び幅員 

各階平面図 開口部及び防火設備の位置 

耐力壁及び非耐力壁の位置 

耐火構造等の構造

詳細図 

主要構造部である壁、柱、床 

、はり及び屋根の軒裏の断面

の構造、材料の種別及び寸法 

（新  設） 

（新  設） 

（新  設） 

（新  設） 

（新  設） （新  設） 

（新  設） （新  設） （新  設） 

（省  略） （省  略） （省  略） 

（省  略） （省  略） （省  略） 

（(23)の項から(43)の項まで省略）  

(44) 条例第45条の規定が適用

される建築物 

各階平面図 （省  略） 

（省  略） 

外壁、そで壁、塀その他これ

らに類するものの位置及び高

さ 

（省  略） （省  略） 

（省  略） （省  略） 

（(45)の項から(75)の項まで省略）  

用され

る建築

物 

条例第23条の４

第１項第１号ア

の規定が適用さ

れる建築物 

配置図 敷地内における通路の位置及

び幅員 

各階平面図 開口部及び防火設備の位置 

耐力壁及び非耐力壁の位置 

耐火構造等の構造

詳細図 

主要構造部である壁、柱、床 

、はり及び屋根の軒裏の断面

の構造、材料の種別及び寸法 

条例第23条の４

第１項第１号イ

の規定が適用さ

れる建築物 

各階平面図 警報設備等の位置及び構造 

戸の位置 

耐火構造等の構造

詳細図 

戸の構造 

政令第112条

第14項に規

定する竪穴

部分を有す

る建築物 

政令第112条第14

項の規定に適合す

ることの確認に必

要な図書 

政令第112条第14項に規定す

る国土交通大臣が定める建築

物の竪穴部分に該当すること

を確認するために必要な事項 

（省  略） （省  略） （省  略） 

（省  略） （省  略） （省  略） 

（(23)の項から(43)の項まで省略）  

(44) 条例第45条の規定が適用

される建築物 

各階平面図 （省  略） 

（省  略） 

外壁、袖壁、塀その他これら 

に類するものの位置及び高さ 

（省  略） （省  略） 

（省  略） （省  略） 

（(45)の項から(75)の項まで省略）  

たて



8｜横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表 

(76) 不燃化

推進条

例第６

条の規

定が適

用され

る建築

物 

不燃化推進条例

第６条第１項の

規定が適用され

る建築物 

配置図 旧政令第136条の２第１号に

規定する隣地境界線等及び道

路中心線の位置 

 

 

各階平面図 開口部及び防火設備の位置 

耐力壁及び非耐力壁の位置 

（新  設） 

外壁、袖壁、塀その他これら

に類するものの位置及び高さ 

２面以上の断面図 換気孔の位置及び面積 

窓の位置及び面積 

２面以上の立面図 耐火建築物及び準耐火建築物 

以外の建築物については、縮

尺、開口部の位置及び構造並

びに外壁及び軒裏の構造（政

令第10条第４号に掲げる建築

物にあっては、明示すること

を要しない。） 

旧政令第136条の２第２号に

規定する開口部の面積 

耐火構造等の構造

詳細図 

主要構造部、軒裏、床及びそ

の直下の天井並びに屋根及び

その直下の天井の断面並びに

防火設備の構造、材料の種別

及び寸法 

 

(新  設) （新  設） （新  設） 

 

 不燃化推進条 配置図 防火地域の境界線 

(76) 不燃化

推進条

例第６

条の規

定が適

用され

る建築

物 

不燃化推進条例

第６条第１項の

規定が適用され

る建築物 

配置図 隣地境界線、道路中心線及び

同一敷地内の他の建築物の外

壁の位置 

 

 

各階平面図 開口部及び防火設備の位置 

耐力壁及び非耐力壁の位置 

スプリンクラー設備等消火設

備の配置 

外壁、袖壁、塀その他これら

に類するものの位置及び高さ 

２面以上の立面図 開口部の面積、位置、構造、 

形状及び寸法 

２面以上の断面図 換気孔の位置及び面積 

窓の位置及び面積 

耐火構造等の構造

詳細図 

主要構造部の断面及び防火設

備の構造、材料の種別及び寸

法 

 

法第86条の４

各号のいずれ

かに該当する

建築物 

法第86条第１項か

ら第４項まで又は

法第86条の２第１

項から第３項まで

の認定又は許可の

内容に適合するこ

との確認に必要な

図書 

当該認定又は許可に係る建築

物の敷地、構造、建築設備又 

は用途に関する事項 

 

 

 不燃化推進条 配置図 防火地域の境界線 



9｜横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表 

（備考省略） 

 例第６条第１ 

項ただし書の 

規定が適用さ 

れる建築物 

各階平面図 防火壁の位置 

 

耐火構造等の構造

詳図 

防火壁の断面の構造、材料の

種別及び寸法 

不燃化推進条例

第６条第２項の 

規定が適用され

る建築物 

 

耐火構造等の構造

詳細図 

主要構造部及び門又は塀の断

面の構造及び材料の種別 

（新  設） 

(新  設） (新  設） （新  設） 

不燃化推進条例 

第６条第３項の

規定が適用され

る建築物 

 

不燃化推進条例第 

６条第３項の許可

の内容に適合する

ことの確認に必要

な図書 

当該許可に係る建築物の敷地 

又は構造に関する事項 

 

 

 

  

（(77)の項から(79)の項まで省略） 

 (80) 不燃化推進条例第10条の

規定が適用される建築物 

法第86条の４の規

定の内容に適合す

ることの確認に必

要な図書 

当該認定又は許可に係る建築

物の敷地、構造、建築設備又

は用途に関する事項 

(81) 不燃化推進条例第11条の

規定が適用される建築物 
（省  略） （省  略） 

 不燃化推進条例

第11条第１項の

規定が適用され

る建築物 

（省  略） （省  略） 

（省  略） （省  略） 

不燃化推進条例

第11条第２項の

規定が適用され

る建築物 

（省  略） （省  略） 

（備考省略） 

 例第６条第１ 

項ただし書の 

規定が適用さ 

れる建築物 

各階平面図 防火壁の位置 

 

耐火構造等の構造

詳細図 

防火壁の断面の構造、材料の

種別及び寸法 

不燃化推進条例

第６条第２項第

２号の規定が適

用される建築物 

耐火構造等の構造

詳細図 

主要構造部の断面の構造及び

材料の種別 

防火設備の構造、材料の種別

及び寸法 

不燃化推進条例 

第６条第２項第 

３号の規定が適 

用される建築物 

耐火構造等の構造

詳細図 

門又は塀の断面の構造及び材

料の種別 

不燃化推進条例 

第６条第３項の

規定が適用され

る建築物 

 

不燃化推進条例第 

６条第３項の許可

の内容に適合する

ことの確認に必要

な図書 

当該許可に係る建築物の敷地 

又は構造に関する事項 

 

 

 

  

（(77)の項から(79)の項まで省略） 

 

（削  

除） 
（削  除） （削  除） （削  除） 

(80) 不燃化推進条例第10条の

規定が適用される建築物 
（省  略） （省  略） 

 不燃化推進条例

第10条第１項の

規定が適用され

る建築物 

（省  略） （省  略） 

（省  略） （省  略） 

不燃化推進条例

第10条第２項の

規定が適用され

る建築物 

（省  略） （省  略） 

  



10｜横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表 

第４号様式の２（第６条第４項第２号） 

 

調査結果表（個室ビデオ店等） 
 

当該調査 

に関与し 

た調査者 

 氏 名 調査者番号 

代表となる調査者   

その他の調査者 
  

  
 

番号 調 査 項 目 

対象 

の有 

無 

調査結果 

状況、対策等 

担当 

調査 

者番 

号 

指摘 

なし 

要是 

正 

 
既存 

不適 

格 

８ 個室ビデオ店等 

(1) 居室の廊下の幅 幅の確保の状況       

(2) 直通階段 直通階段の設置の状況       

(3) 

客用の出口 

出口の確保の状況       

(4) 戸の設置の状況       

特記事項 

番号 調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 改善（予定）年月 

     

     

     

     

     

 

（Ａ４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 前 

※ 改正箇所：下線部 



11｜横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表 

第４号様式の２（第６条第５項第２号） 

 

調査結果表（個室ビデオ店等） 
 

当該調査 

に関与し 

た調査者 

 氏 名 調査者番号 

代表となる調査者   

その他の調査者 
  

  
 

番号 調 査 項 目 

対象 

の有 

無 

調査結果 

状況、対策等 

担当 

調査 

者番 

号 

指摘 

なし 

要是 

正 

 
既存 

不適 

格 

８ 個室ビデオ店等 

(1) 居室の廊下の幅 幅の確保の状況       

(2) 直通階段 直通階段の設置の状況       

(3) 

客用の出口 

出口の確保の状況       

(4) 戸の設置の状況       

特記事項 

番号 調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 改善（予定）年月 

     

     

     

     

     

 

（Ａ４） 

 

変 更 後 

※ 改正箇所：下線部 




